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建設業法に基づく監督処分（工事に対する営業停止処分）に関するお知らせ 

 
当社は、国土交通省近畿地方整備局から、平成25年４月23日付けで、建設業法第28条第３項

及び同法第29条の４第１項の規定に基づき、下記の監督処分（営業停止処分）を受けましたの

でお知らせ致します。 

本件により、お客様、株主様をはじめ関係の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを深く

お詫び申し上げます。 

当社は、この度の処分を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を招かぬよう、更なるコン

プライアンスの徹底を図り、信頼の回復に努めてまいります。 

 
記 

 
１．停止を命じられた営業の範囲 

全国における公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 
本営業停止は工事のみであり、その他の業務については対象ではございません。また、施

工中の工事についても対象ではございません。 
   
２．期間 

平成25年５月８日から平成25年５月22日までの15日間 

 
３．今後の業績に関する見通し 

今後の経緯を見ながら、業績予想の修正等が必要となった場合は、速やかに情報開示を行

います。 
 

以 上 


